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  令和６年７月～９月 裁決事例               

Ｑ：令和６年７月から９月の裁決事例が公

表されたとか。どのようなものがありました

か？                                           

                                              

Ａ：次のような内容でした。 

【解説】  

先ごろ、国税不服審判所から令和６年７月

分から９月分の裁決事例が公表されました。 

国税通則法関係が２件、所得税法関係が２

件、相続税法関係が１件、徴収税法関係が２件

の７件でした。 

主なものに次のものがあります。 

 【所得税法関係】 

本件は、請求人が、生命保険契約を解約し

たことにより受領した解約返戻金に係る所得

を含めずに所得税等の申告をしたところ、原

処分庁が、解約返戻金に係る一時所得の金額

が生じるとして、更正処分等を行ったのに対

し、請求人が、生命保険契約に係る契約者貸付

金の支払利息が一時所得の金額の計算上控除

されるため、一時所得の金額は生じないとし

て、更正処分等の取消しを求めた事案です。 

裁決では、本件利息がその収入を得るため

に支出した金額に含まれるというためには、

本件保険契約に係る保険料の支払に本件借入

金が充てられたものであることが必要である

ところ、請求人は、本件契約者貸付けを利用す

る前に本件保険契約に係る保険料を完納して

おり、本件借入金が本件保険契約に係る保険

料の支払に充てられていないことは明らかで

あるから、本件利息は、本件解約返戻金に係る

一時所得の金額の計算上、その収入を得るた

めに支出した金額に含まれないとしました。 
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